
③ 七時間の適所介護の後に連続して二時間の延長サービスを行った  

場合には、通所介護と延長サービスの通算時間は九時間であり、1  
時間分（＝9時間－8時間）の延長サービスとして五○単位が算定  

される。  

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うこ  

とが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に  

算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従  
業者を置いていること。  

（4） 事業所規模による区分の取扱い   

① 事業所規模による区分については、施設基準第一号イ（1）に基づ  

き、前年度（毎年四月潮目をもって終わ  
ろ年度とする。以下この項において同じ。）の一月当たりの平均利  
用延人員数により算定すべき通所介護費を区分しているところであ  

るが、当該平均利用延人員数の計算に当たっては、同号の規定によ  

り、当該指定適所介護事業所に係る指定通所介護事業者が指定介護  

予防通所介護事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施してい  

る場合は、当該指定介護予防通所介護事業所における前年度の一月  

当たりの平均利用延人員数を含むこととされているところである。  

したがって、仮に指定適所介護事業者が指定介護予防通所介護事業  

者の指定を併せて受けている場合であっても、事業が一体的に実施  

されず、実態として両事業が分離されて実施されている場合には、  

当該平均利用延人員数には当該指定介護予防適所介護事業所の平均  

利用延人員数は含めない取扱いとする。   

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、三時間以上四時間未満の  
報酬を算定している利用者（二時間以上三時間未満の報酬を算定し  

ている利用者を含む。）については、利用者数に二分の一を乗じて  
得た数とし、凶時間以上六時間未満の報酬を算定している利用者に  

ついては利用者数に凹分の三を乗じて得た数とする。また、平均利  

用延人員数に含むこととされた介護予防通所介護事業所の利用者の  

計算については、単純に延人員を加えるのではなく、同日割こサービ  

スの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていくこととす  
る。   

③ 七時間の通所介護の後に連続して二時間の延長サービスを行った  

場合には、通所介護と延長サービスの通算時間は九時間であり、1  
時間分（＝9時間－8時間）の延長サービスとして五○単位が算定  

される。  

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うこ  

とが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に  

算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従  

業者を置いていること。  

（4） 事業所規模による区分の取扱い  

① 事業所規模による区分については、施設基準第一号イ（1）に基づ  

き、前年度の一月当たりの平均利用延人員数により算定すべき適所  

介護費を区分しているところであるが、当該平均利用延人員数の計  

算に当たっては、同号の規定により、当該指定通所介護事業所に係  
る指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せ  

て受け一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防通所  

介護事業所における前年度の一月当たりの平均利用延人員数を含む  

こととされているところである。したがって、仮に指定通所介護事  

業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受けている場合  

であっても、事業が一体的に実施されず、実態として両事業が分離  
されて実施されている場合には、当該平均利用延人員数には当該指  

定介護予防通所介護事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いと  

する。  

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、三時間以上凶時間未満の  

報酬を算定している利用者（二時間以上三時間未満の報酬を算定し  

ている利用者を含む。）については、利用者数に二分の一を乗じて  
得た数とし、四時間以上六時間未満の報酬を算定している利用者に  

ついては利用者数に四分の三を乗じて得た数とする。また、平均利  
用延人員数に含むこととされた介護予防適所介護事業所の利用者の  

計算に当たっては、介護予防適所介護の利用時間が四時間未満の利  

用者については、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、利用時  
間が四時間以上六時間未満の利用者については、利用者数に四分の  

三を乗じて得た数とする。ただし、介護予防適所介護事業所の利用  
者については、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日  

ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えない。  
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③ 前年度の実績が六月に満たない事業者（新たに事業を開始し、又   

は再開した事業者を含む）又は前年度から定員を概ね二五％以上変   

更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年度に係る   

平均利用延人員数については、便宜上、都道府県知事に届け出た当   

該事業所の利用定員の九○％に予定される一月当たりの営業目数を   

乗じて得た数とする。  

④ 毎年度三月三十一日時点において、事業を実施している事業者で   

あって、凶月以降も引き続き事業を実施するものの当該年度の通所   

介護費の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員数は、前年度   
において適所介護費を算定している月（三月を除く。）の一月当た   

りの平均利用延人員数とする。  

⑤ なお、注4において定める平均利用延人員数の計算についても、   

前記①から④までと同様の取扱いとする。  

③ 前年度の実績が六月に満たない事業者（新たに事業を開始し、又   

は再開した事業者を含む）又は前年度から定員を概ね二五％以上変   

更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年度に係る   

平均利用延人員数については、便宜上、都道府県知事に届け出た当   

該事業所の利用定員の九○％に予定される一月当たりの営業日数を   

乗じて得た数とする。  

④ 毎年度三月三十一日時点において、事業を実施している事業者で   

あって、四月以降も引き続き事業を実施するものの当該年度の適所   

介護費の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員数は、前年度   
において通所介護費を算定している月（三月を除く。）の一月当た   

りの平均利用延人員数とする。  

（5） 災害時等の取扱い  

災害その他のやむを得ない理由による定員超過利用についてはし当  

該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、   

定畠超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場  

合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、  

やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した  

状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位  

数の減算を行うものとする。また、この場合にあっては、やむを得な  

い理由により受け入れた利用者については、その利用者を明確に区分  

した上で、平均利用延人員数に含まないこととする。  

（6） 注5の取扱い  

訪問介護と同様であるので、2（14）を参照されたい。  

J旦 個別機能訓練加算の取扱い  

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、  

計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）につい  

て算定する。   

② 個別機能訓練加算山止に係る機能訓練は、一日一二○分以上、専  
ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置し  

て行うものであること。この場合において、例えば、一週間のうち  

特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日にお  

けるサービスのみが当該加算の算定対象となる。ただし、この場合、  

理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居  

じ－   

（立 個別機能訓練加算の取扱い   

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、  

計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）につい  

て算定する。   

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、一日一二○分以上、専ら機  
能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置して行  

うものであること。この場合において、例えば、一週間のうち特定  

の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日における  

サービスのみが当該加算の算定対象となる。ただし、この場合、理  

学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅  
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介護支援事業者に周知されている必要がある。なお、通所介護事業  
所の看護職員が加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合に  

は、当該職務の時間は、通所介護事業所における看護職員としての  
人員基準の算定に含めない。  

宅介護支援事業者に周知されている必要がある。なお、適所介護事   
業所の看護職員が呈遜加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する   

場合には、当該職務の時間は、通所介護事業所における看護職員と   
しての人員基準の算定に含めない。  

③働   

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を一名以   

上配置して行うものであること。この場合において、例えば」眉間   

のうち、月曜日から金曜日は常勤の理学療法士等が配置されLそれ   

以外の曜日に非常勤卿   

非常勤の理学療法士等だけが配置されている曜日については、当該   

加算御題当   

している場合は、㈱錬カロ   算（Ⅲ）卿じめ   
定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要があ   

る。鯛指   

導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、適所介護事業   
所における看護職貞としての人員基準の算定に含めない。  

④働こついては、   

機能訓練指導員等が、卿   

選択を壊助し御て活   

動することで、㈱こ   

とが要件となる。また、機能訓練指導員等は、利用者の心身の状態   
を勘案し、項目の選択について必要な援助を行わなければなら餌  

⑤ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、   
介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに   

その目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、こ   
れに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価   

等を行う。なお、適所介護においては、個別機能訓練計画に相当す   
る内容を適所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個   

別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。  

⑥ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月後に一回以上利   

用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。  

（∋ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、   

利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者に   

より閲覧が可能であるようにすること。  

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、   
介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに   

その目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、こ   

れに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等について評価   

等を行う。なお、適所介護においては、個別機能訓練計画に相当す   
る内容を適所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個   

別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。  

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月後に一回以上利   

用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。  

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、   

利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者に   

より閲覧が可能であるようにすること。  
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＆ 入浴介助加算の取扱い  
適所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う   

場合について算定されるものである（二十三号告示第十号）が、この   

場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであ   

り、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力   

利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声か   
け、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触   

する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであ   

ること。  

また、通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、   
利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算   

を算定できない。  

上吐 入浴介助加算の取扱い  

適所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う  

場合について算定されるものである（二十三号告示第十号）が、この  

場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであ  

り、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力   

利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のためゐ声か  
け、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触  

する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであ  

ること。  

また、適所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、  
利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算  
を算定できない。  

（7） 若年性認知症ケア加算の取扱い  

①潮ビスを提供するに当たって  

は、一般の利用者とは区分し行うこと。なお、このことは、人員配  

置上、若年性認知症の利用者に対するサービス提供は別単位として  

取り扱うという趣旨ではなく、当該利用者の特性やニーズを踏まえ、  

一般の利用者とはサービス内容やサービス提供の場を別にするとい  

う趣旨であるので留意すること。   

② 若年性認知症の利用者に対するサービス内容は、授産作業的なア  

クティビティ、スポーツ、創伶糊舌動等の若年者としてのニーズを  
踏まえたプログラムとすること。   

③ 事業を実施する事業者は、若年性認知症の利用者の家族に対して  
相談支援を行うとともに、若年性認知症に対する情報収集と情報提  

供に努めること。なお、地域に家族会がある場合など、必要に応じ  

家族会との情報交換や市町村等を通じた家族会に対する情報提供に  

も配慮されたいこと。  

（射 若年性認知症利用者受入加算の取扱い  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者  

を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこ  

と」．  

上土吐一 栄養逢妻加算の取扱い   

① 栄養塵董加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ご  
とに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意す  

ること。  

（8） 栄養マネジメント加算の取扱い  

（D 栄養マネジメント加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、  

利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われること  

に留意すること。  
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②管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。  ②管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。  

③栄養マネジメント加算を算定できる利用者はBMIが標準を大  ③栄養改蓋加算を算｛できる利用者  
きく下回る者、体重の減少が認められる者栄養面や食生活上に問   該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる  

題のある者など低栄養涙態にある者又はそのおそれがある者であっ   者とすること。  

て、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。  イBMIが一八・五未満である者  

ロー～六月間で三％以上の体重の減少が認められる者又は「地域  

支援事業の実施について」（平成十八年六月九日老発○六○九○  

○一厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの  

No．11の項目が「1Jに該当する者  

ハ血清アルブミン値が三・五g／dl以下である者  

ニ食事摂取量が不良（七五％以下）である者  

ホその他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者  

なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのい  
ずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。  

・口腔及び摂食・喋下機能の問題（基本チェックリストの口腔  

機能に関連する（13）、（14）、（15）のいずれかの項目において  

「．1」に該当する者などを含む。）  

・生活機能の低下の問題  

・裾癒に関する問題  

・食欲の低下の問題  

・閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連  

する（16）、（17）のいずれかの項目において「1」に該当する  

者などを含む。）  

・認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する（18）、  

（19）、（20）のいずれかの項目において「1」に該当する者など  

を含む。）  
・うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する（21）か  

ら（25）の項目において、二項目以上「1」に該当する者などを  

全虹L  

④栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を  ④栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を  
経てなされる。  経てなされる。  

イ利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握するこ  イ利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握するこ  
と。  し   

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食  ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食  
礁下機能及び食形態にも配慮  しつつ、栄養状態に関する解決す  喋下機能及び食形態にも配慮しつつ、  栄養状態に関する解決す   



べき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行い、  

管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者  

が共同して、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説  

明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項  

等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計   

画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家   

族に説明し、その同意を得ること。なお、適所介護においては、   

栄養ケア計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合  

は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができる  

ものとすること。   

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善  

サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題  
点があれば直ちに当該計画を修正すること。   

ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状  
況を検討し、概ね三月ごとに体重を測定する等により栄養状態の   

評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や  

主治の医師に対して情報提供すること。   

ホ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準   

第亘重条において準用する第土塾条に規定するサービスの提供の  

記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用  

者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養  

マネジメント加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記  

録する必要はないものとすること。  

⑤ 概ね三月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当   

する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うこと   

により、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、   

継続的に栄養改善サービスを提供する。  

べき課題の把握（以下「栄養アセスメント」という。）を行い、  

管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者  

が共同して、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説  

明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項  

等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計  

画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家   

族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、   

栄養ケア計画に相当する内容を適所介護計画の中に記載する場合  

は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができる  

ものとすること。   

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善  

サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題  
点があれば直ちに当該計画を修正すること。   

ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状  
況を検討し、概ね三月ごとに体重を測定する等により栄養状態の  

評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や  

主治の医師に対して情報提供すること。   

ホ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準   

第主旦邑条において準用する第ユ旦条に規定するサービスの提供の記  

録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者  

の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マ  

ネジメント加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録  

する必要はないものとすること。  

⑤ 概ね三月ごとの評価の結果、次のイからハまでのいずれかに該当  

する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うこと  

により、栄養改善の効果が期待できるとサービス担当者会議等を通  

土工認められるものについては、引き続き算定することが可能であ  

ること。  

イ BM‖が概ね一ノし・五未満の者又はサービス提供期間［印こ、概   

ね三％以上の体重減少が認められる者  口働青ア／レブミ   
ン値三・五岬こついては、   

管理栄養士による情報収集の結果、象諺割こおける食事摂取に係   

る問題が解決していないと認められる者  

ハ 経腸栄養法又は静脈栄養法を行っている者であって、経口摂取  
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への移行の可能性がある者など、弓ほ続き管理栄養士による栄養  

管理が必要と認められる者  

（姐 口腔機能向上加算の取扱い   

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供に  

は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われる  
ことに留意するごと。   

② 言語聴覚土、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置して行うも  

のであること。   

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者はL口腔衛生上の問題を有  

する者、摂食・喋下機能に問題を有する者など、口腔機能向上サー  
ビスの提供が必要と認められる者とすること。なお、利用者の口腔  

の状態によっては、楓こおける対応が必要である場合も想定され  
ることから、その疑いがある場合は、ケアマネジャーを通して主治  

医又は主泊の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を  

講じることとし、その場合については、加算は算定できないことと  

する。  

吐辻 口腔機能向上加算の取扱い   

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供に  

は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われる  

ことに留意すること。   

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置して行うも  
のであること。   

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのい   

ずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要   

と認められる者とするこヒ   

イ牒三項目のいず  

れかの項目において「1」以外に該当する者   口働（15）   
の三項目のうち、二項目以上が「1」に該当する者   

ハ その他口月空機能の低‾下している者又はそのおそれのある者  

彰 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合   

も想定されることから、㈱重して主   

治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置   

を講じることとする。なお、歯科医療を受診している場合であって、   
次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定で   

きない。   

イ 医療凋緋鋸こおいて歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を   

算定している場合   

口働こ掲げる摂食機能療法を   

算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービス   

として「摂食・喋下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行  

っていなし  

④ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手   

順を経てなされる。   

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。   

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心と   

なって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嘩下機能に関する解決す   

べき課題の把握を行い、言語聴覚上、歯科衛生士、看護職員、介  

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手   

順を経てなされる。   

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。   

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心と  

なって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚇下機能に関する解決す   
べき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職貞、介   

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事  護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り  組むべき事  
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項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成  

した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービ  

スの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得るこ  

と。なお、適所介護においては、口腔機能改善管理指導計画に相  

当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をも  

って口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるもの  

とすること。  

ハ ロ腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士、  

看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供するこ  
と。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれ  
ば直ちに当該計画を修正すること。  

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機  
能の状況を検討し、概ね三月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、  

その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、  

主治の歯科医師に対して情報提供すること。  

ホ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準  

第迎条において準用する第1旦条に規定するサービスの提供の記  

録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴  

覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記  

録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のため  

に利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとするこ  

と。   

⑤ 概ね三む月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当す  
る者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員等がサ  

ービス提供を行うことにより、口腔機能の向上の効果が期待できる  

とサービス担当者各藩等を通じて認められるものについては、軋皇  

統き算定することが可能であること。  

イ 反贋唾液礁下テストが三回未満など、欄られる  

状嘩の者  

口 上肢機能に障害があるなど利用者本人による口腔清掃が困難で  

あり、かつ、利用者を旦常的に介護している家族、訪問介護員等  

に対する指導も不十分であることなどから、口腔衛生上の問題を  

有すろ草  

地 人員基準を満たさない状況で提供された通所介護  
指定居宅サービス基準第九十三条に定める員数の看護職員及び介護  

項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成  

した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービ  

スの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得るこ  

と。なお、通所介護においては、口腔機能改善管理指導計画に相  

当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をも  

って口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるもの  

とすること。   

ハ ロ腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士、  

看護職貞等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供するこ  
と。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれ  
ば直ちに当該計画を修正すること。   

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機  
能の状況を検討し、概ね三月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、  

その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、  

主治の歯科医師に対して情報提供すること。   

ホ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準   

第亘重条において準用する第土韮条に規定するサービスの提供の  

記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語  

聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に  

記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のた  

めに利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとする  

こと。  

⑥ 概ね三月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する   

者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員等がサー   

ビス提供を行うことにより、口腔機能の向上の効果が期待できると   

認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供   

土星旦＿   

イ 口腔清潔・唾液分泌・岨囁・嚇下・食事摂取等の口腔機能の低  

下が認められる状態の者   

ロ＋当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が著しく低下  

するおそれのある者  

吐姐 人員基準を満たさない状況で提供された適所介護  

指定居宅サービス基準第九十三条に定める員数の看護職員及び介護  
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職員が配置されていない状況で行われた通所介護については、所定単   

位数に一00分の七○を乗じて得た単位数を算定するものとする（厚   

生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準   

並びに通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示第二十七号。   

以下「通所介護費等の算定方準Jという。）第一号ハ）。ただし、都   

道府県は、従業者に欠員が生じている状態が継続する場合には、事業   

所に対し定員の見直し又は事業の休止を指導するものとする。指導に   

従わずに事業を継続する事業所に対しては、特別な事情がある場合を   

除き、指定の取消しを検討するものとする。  

泌 療養通所介護費について   

① 利用者について  

療養適所介護の利用者は、在宅において生活しており、当該サー  
ビスを提供するに当たり常時看護師による観察を必要とする難病等  

を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。   

② サービス提供時間について  

療養適所介護においては、利用者が当該療養適所介護を利用する  

こととなっている日において、まず当該事業所の看護職員が利用者  

の居宅において状態を観察し、通所できる状態であることを確認す  

るとともに、事業所から居宅に戻ったときにも状態の安定等を確認  

職員が配置されていない状況で行われた通所介護については、所定単   

位数に一00分の七○を乗じて得た単位数を算定するものとする（厚   

生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準   

並びに適所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示第二十七号。   

以下「職員配置等基準」という。）第一号ハ）。ただし、都道府県は、   

従業者に欠員が生じている状態が継続する場合には、事業所に対し定   

員の見直し又は事業の休止を指導するものとする。指導に従わずに事   

業を継続する事要所に対しては、特別な事情がある場合を除き、指定  

の取消しを検討するものとする。  

址 療養適所介護費について   
① 利用者について  

療養適所介護の利用者は、在宅において生活しており、当該サー  
ビスを提供するに当たり常時看護師による観察を必要とする難病等  

を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。   

② サービス提供時間について  

療養適所介護においては、利用者が当該療養適所介護を利用する  

こととなっている日において、 まず当該事業所の看護職員が利用者  

の居宅において状態を観察し、適所できる状態であることを確認す  

るとともに、事業所から居宅に戻ったときにも状態の安定等を確認  

することが重要である。鎧2ヱ、利用者の居宅に迎えに行った暗か  

ら、居宅に送り届けたのち利用者の状態の安定等を確認するまでを  

も含めて一連のサービスとするものであり、これらの時間をあわせ  

てサービス提供時間とする。   

③ サービス捏供について  

療養適所介護の提供に当たっては、利用者の状態に即した適切な  

計画を作成するとともに、利用者の在宅生活を支援する観点から、  

多職種協働により、主治の医師による医療保険のサービスや訪問看  

護サービス等の様々なサービスが提供されている中で、主治の医師  

や訪問看護事業者等と密接な連携を図りつつ、計画的なサービス提  

供を行うこと。  

したがって、利用者の居宅に迎えに行った  することが重要である。  

暗から、居宅に送り届けたのち利用者の状態の安定等を確認するま  

でをも含めて一連のサービスとするものであり、これらの時間をあ  

わせてサービス提供時間とする。  

③ サービス提供について  

療養通所介護の提供に当たっては、利用者の状態に即した適切な  

計画を作成するとともに、利用者の在宅生活を支援する観点から、  
多職種協働により、主治の医師による医療保険のサービスや訪問看  

護サービス等の様々なサービスが提供されている中で、主治の医師  

や訪問看護事業者等と密接な連携を図りつつ、計画的なサービス提  

供を行うこと。  

（1冊汀、て   
①㈱   

②潮  

を利用者に直撃提供する職員とは、生活相談鼻、看護職員、介護職  

員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。  

－49－   



」」馴－ヨL二M」コ■■＝h一一・∴－  一 間一事竪≧アニチ ∴】，∴畢二■Fら僧1－∴  轡「■F旨僧1←∴  

8 通所リ  ハビリテーション費  
8 通所リハビリテーショ  ン費  

（1）所要時間による区分の取扱い   

適所介護と同様であるので、7（1）を参照されたい。  
（1）所要時間による区分の取扱い  

通所介護と同様であるので、7（1）を参照されたい。  

！と＿．＿旦王些生地 

運動器  リハビリテーシ  に 関する  ヨン   評価法  

笠拉関する基本的内容  を畳む堕摩会であって、関係学会  
されてし  ＼るもの  

ものである  

時間以上二  リハビリ  テーション  に該当  

軌＝こついては、短  里リハビリテーション加算の  

定は  可能であ  別リハビリ  テーショ  定はでき  

師又はあ  ん摩マ  ッサー  ジ指圧  師によ  

る一時  上二時  リハビリ  テーショ  
ハビリテーショ  ン実施加  別リハビリテーシ  

については  いずれ  ないこと  

における「  リハビリテーショ  

辿て行うリハビリテーショ  とについて、当該リハビリテーショ   

二卓二三三二二≡≡≡＝：≡＝  

二時間以上三時間未満の通所リハビリテーションを行う場合の取扱  

L、さ   

辺 二時間以上三時間未満の適所リハビリテーションを行う場合の取扱 しヽ  

通所介護と同様であるので、7（2）を参照されたい。  
＆ 六時間以上八時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続して  延 

長サービスを行った場合の加算の取扱い   

適所介護と同様であるので、7（3）を参照されたい。  

（4）  

し＼   

通所介護と同様であるので、7（2）を参照されたい。  

血 六時間以上八時間未満の適所リハビリテーションの前後に連続して   
延長サービスを行った場合の加算の取扱い  

適所介護と同様であるので、7（3）を参照されたい。  
上土」」．ミコ三池 

二」－一三－－ニュ二三ユニュ 

二  

注3の施設基準第三号に定める平均利用延人員数の取扱いについて  

（姐 平均利用延人員数の取扱い   

注3の施設基準第三号に定める平均利用延人員数の取扱いについて   

は、通所介護と同様であるので7（4）を参照されたい。  
は、適所介護と同様であるので7（4）  を参照されたい。なお  時間以  

上二時間未満の  報酬を  定してし   ＼る利用  者については   者数に四  
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